
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１）  

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

早良警察署協議会 
 

 開催年月日時 
 令和５年１２月８日 午後４時００分 から 

 令和５年１２月８日 午後５時３５分 まで 

 

 

 

出 席 者 

警察署協議会 会長以下１１名 

警 察 署 

署長、副署長、会計管理官、地域管理官、 

総務課長、生活安全課長、刑事第二課長 

交通課長、警備課長、事務局 

議 事 概 要 

 
【会長挨拶（要旨）】 

○ 第２回早良警察署協議会は台風の影響により、中止となったが、本日無事に 

開催できたことを喜ばしく思っている。 

○ 年内最後の協議会となるが、早良区の安全な生活を維持するため、有意義な

会となるよう、引き続きご協力お願いする。 

【署長挨拶（要旨）】 

○ 人の動きや物の流れが活発となる年末年始は、様々な事件事故が懸念される 

ことから、早良警察署では、１２月中「年末特別警戒」として、署員一丸とな 

り犯罪の未然防止に努めている。 

○ 地域の安全は警察活動だけで達成できるものではなく、皆様方一人一人のご 

協力が必要不可欠と考えておりますので、引き続きのご支援とご協力をお願い 

する。 

 

【報告事項】 

１ 早良区の治安概要（刑法犯、交通事故、ニセ電話詐欺）（署長） 

２ 地域警察官の受傷事故防止について（地域管理官） 

(1) 受傷事故発生状況 

(2) 受傷事故事例 

(3) 受傷事故防止対策 

(4) 地域警察官が使用する装備品 

３ 受傷事故防止訓練の見学 
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【質疑・意見・要望等】 

 ○ 委員から「地域警察官が受ける公務執行妨害は、具体的にどのような事案が 

あるのか。」旨の質疑があり、地域管理官が「夜間、泥酔者からの妨害行為等 

  が多く発生している。」旨回答した。 

 

○ 委員から「民間の事務所の防犯対策を行う上で注意すべき点などあるか。」

旨の質疑があり、署長が「不審者と接触しないことが一番の防犯であるため、

万が一不審者が訪ねてきた際は事務所内に入れない、相手から逃げることが重

要である。」旨回答した。また、生活安全課長が「想定訓練も大事であり、幼

稚園や小学校からの依頼に応じて警察官が不審者対応訓練を行っている。」旨

回答した。 

  

○ 委員から「地域警察官の装備品は、重装備であるが故、夏に街頭で勤務する 

警察官の体調が心配である。熱中症対策は行っているのか。」旨の質疑があり、

署長が「装備品の改良については日々検討しており、軽く頑丈な装備品を目指

している。」「過酷な勤務にも耐えられるよう、体力向上に向けた訓練等を行っ

ているが、適度な休憩や水分補給の他、保冷剤や保冷バッグの配布を行う等し

て熱中症対策にも努めている。」旨回答した。 

 

【閉会】（会長） 

 以上で、令和５年度第３回早良警察署協議会を閉会する。 


